
対象施設フローチャート （申請前に確認すること）

名古屋市民で満３歳以上の小学校就学前の幼児が利用している。

標準的な開所時間が、概ね、１日４時間以上８時間未満、
週５日以上、年間 39週以上である。

認可施設（保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業・家庭
的保育事業・事業所内保育事業）、企業主導型保育事業ではない。

幼児教育・保育の無償化給付を受けている保育の必要な幼児が、
満 3歳以上児の半数を超えていない。（前年の 5月 1日時点） 

制度周知チラシや実施要綱の別表（第 2条関係）対象施設等の
決定基準の項目すべてを満たしている。 

上記すべてが「はい」の場合、対象となる可能性があります。 
基準適合審査申請書等を作成し、保育運営課に提出してください。
※審査の結果、基準適合と認められない場合は、保護者の方は支給
申請をすることができません。 

はい 

はい 

はい 
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いずれかが「いいえ」の場合
事業の対象外です。 はい 


